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Ⅱ　主要課題の展開

（１）新たな潮流（社会状況の大きな変化の方向）への対応として特に取り組
むべき課題、（２）各施策に位置づけられた事業を横断的・総合的に取り組むこ
とによって事業効果を大幅に向上できる課題、（３）大型の施設建設など事業
の波及効果が想定される課題等の視点から、優先的に取り組むべき課題を重
点プロジェクトとして設定し、総合行政の観点から積極的な推進を図ります。

なお、重点プロジェクトの中で特に緊急・集中的に取り組むべき課題を最重
点プロジェクトとして設定します。
最重点・重点プロジェクトの推進にあたっては、担当課の設置を含めた組織
改正や、横割組織の再編等を行い、行政の総合力を発揮します。

7つの最重点プロジェクト
市は、市民の生命の安全を守る事こそ第一の
責務であることを再確認し、誰もが安全で安心
して暮らせるまちづくりをめざします。
市内でも、犯罪の多様化・凶悪化がみられる
ほか、侵入窃盗や巧妙な詐欺事件などが多発し
ています。また、通学路における子どもの安全
確保や高齢者を悪質な詐欺事件から守る対策な
どが重要な課題となっています。
このようなことから、市民・事業者の協力を
得て「安全安心・市民協働パトロール」を実施する
とともに、生活の安全に関するガイドラインの
運用や地域安全マップの作成・活用を図ります。
また、学校の耐震補強工事の実施や防災コミュ
ニティづくり、安全で安心な公園づくり、公共
施設の環境対策の徹底など、幅広い視点に立っ
た「安全安心のまちづくり」を推進します。

【主な施策の関連図】�
・ 通信手段の多重化と情報ネットワークの確立�
・ 食品の安全性の確保�
・ 消費者相談・情報提供の充実  等�

・ 徘徊高齢者等位置探索システムの充実�
・ 総合的な相談体制の整備と情報提供　等�
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・ 生活安全条例の普及・啓発�
・ 安全安心・市民協働パトロール体
制の拡充�

・ 生活安全に関するガイドラインの運
用・見直し�

・ 地域安全マップ及びマップシール
の配布・活用�

・ 安全安心情報ネットワークシステム
の整備�

・ 街路灯の整備及び明るさ（照度）
アップ�

・ 交通安全教育の推進�
・ 自主防災組織を核とした防災コミュ
ニティの育成�

・ 防災カルテ・防災マップの作成�
・ 学校施設、コミュニティ・センター、
公園、地区公会堂などの防災拠点
化の推進�

・ 災害用備蓄倉庫の充実�
・ 危機管理体制の強化    等�

・ 公共施設の環境対策の徹底�
・ 公害発生源対策の強化�
・ 水質の安全確保�
・ 震災発生時の飲料水の確保 等�

・ 災害時・緊急時におけるú三鷹国際交流協会の情報拠点化�
・ 子ども自身の力を高めるプログラムの普及�
・ 女性に対するあらゆる暴力の根絶    等�

・ 防犯ブザーの貸与�
・ みたか子ども避難所の拡充�
・ 健康・安全教育の充実�
・ 虐待への対応と防止策の充実�
・ いじめ・不登校への対応�
・ 学校、保育園等の安全対策の充実�
・ 学校公園化の推進�
・ 学校施設の防災拠点化の推進�
・ 子どもを育む地域社会づくりの推進�
・ 学校安全推進員（スクールエンジェ
ルス）の配置  等�

・ コミュニティ・センターの防災
拠点化の推進�

・ 安定した市民生活を保障する仕
組みの確立  等�

高齢者をはじめ心身障がい者等、市民が地
域において健康で心ゆたかに生活を営めるよ
うな、地域社会をめざします。
地域ケアを推進していく上では、コミュニ
ティで支えあう地域分散型の福祉社会を創造
し、誰もが住み慣れた地域で生活を継続でき
る総合的なケアサービスの提供が求められて
います。
このようなことから、コミュニティ住区を
ベースとした、地域住民と市、事業者等が協
働する支援システムの確立をめざし、「地域
ケア推進事業」の拡充を図るとともに、民間
活力を導入した地域ケア拠点を整備します。
また、介護予防や高齢者の自立支援事業、高
齢者生きがい活動などを推進します。
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・ 高齢者等の見守りシステムの構築�
・ 地域密着型宅配事業の支援の検討�
・ 福祉・環境関連産業の育成・誘致�
・ 高齢者就業支援事業の推進   等�

・ バリアフリーのまちづくりの推
進�

・ 災害時要援護者の安全確保
体制の整備�

・ 高齢者・障がい者入居支援
・居住継続支援事業の推進�

・ 安全安心情報ネットワークシス
テムの整備   等�

・ ＮＰＯ等市民活動への支援�
・ ＮＰＯ等市民活動助成制度の拡
充の検討�

・ 安定した市民生活を保障する仕
組みの確立 　等�

・「健康・福祉総合計画２０１０（改定）」の推進�
・ 民間活力を導入した地域ケア拠点の整備�
・ 地域ケア推進事業の拡充�
・ コミュニティ住区を単位とした地域福祉活動の推進�
・ 高齢者生きがい活動の充実�
・ 介護予防・自立支援事業の推進�
・ 良質な介護・福祉サービス基盤の充実�
・ 介護保険事業の推進�
・ 保健・医療・福祉の連携�
・ 健康な地域づくりの推進  �
・ 「特定健康診査等実施計画」の策定と推進　等�

・ 地域の子育て力の向上�
・ 地域子どもクラブ事業の拡充　等�

・ 健康づくりと連携した生涯スポーツの推進�
・ 総合型地域スポーツクラブの設置と拡充�
・ 総合スポーツセンター（仮称）の建設の検討・
見直し　等�
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すべての人が、人権を尊重しあい、いきいきと安
心して暮らせるまちをつくるために、総合的な「バ
リアフリーのまちづくり」をめざします。
道路や公共交通機関等のバリアフリーについて
は、「バリアフリーのまちづくり基本構想」に基づき、
施策の展開を図ります。
すべての人の人権が尊重され、多様な人々がお互
い認め合える「心のバリアフリー」の実現に向けては、
平和施策の展開、子どもの人権の尊重、男女平等参
画の推進などを進めるとともに、心の啓発・広報活
動の充実を図ります。また、情報バリアフリーの推
進については、いつでも、どこでも、誰でも情報通
信技術を活用できる環境の整備をめざします。
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・ 情報格差の是正�
・ 市ホームページの情報バリアフリー化�
・ 公共施設のユビキタス環境の整備と
活用�

・ 地域商店街のバリアフリー化の推進�
・ バリアフリーのまちづくり重点整備地
区の整備�

・ 中央通りモール化整備事業の推進
　等�

・ バリアフリーの道路づくりの推進�
・ 公園・緑地・緑道のバリアフリー化の
推進�

・ 公共施設等のバリアフリー化の推進�
・ 住宅バリアフリー改修助成事業の推進�
・ 災害時要援護者の安全確保体制の整
備　等�

・ 外国籍市民等にも暮らしやすい
まちづくりの推進�

・ 人権意識の総合的啓発�
・ あらゆる分野における男女平等
参画の推進　等�

・ 心のバリアフリーの推進�
・ すべての市民に利用し
やすいユニバーサルデ
ザインの研究と推進�

・ 利用しやすい福祉の移
動手段の確保   等�

・ 子どもの人権の尊重�
・ 教育支援の充実�
・ 学習援助と機会の保障　等�

◆総合行政で進める最重点・重点プロジェクト
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市は、市制施行直後から道路、下水道、
学校等の整備など、急激な人口増加と都
市化に対応すべく社会資本整備を積極的
に進めてきました。そして、都市として
「成熟期」を迎えたと言える今日において
は、既存の社会資本を有効に使いつつ、
環境との調和を図りながら、ハード、ソ
フト両面において「質的向上」をめざす21
世紀型まちづくりを進めていく段階にあ
ります。
そこで、公共施設の計画的な維持・保
全を行う「ファシリティ・マネジメント
（注）」の確立に向けた取り組みとともに、
公共施設の整備と再配置、そして計画的
な耐震化など、環境保全や経済性に配慮
した都市構造・都市空間の「更新・再生」
に向けた着実な取り組みを進めます。
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・ 三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業の支援�
・ 三鷹駅南口西側地区協同ビル建設事業の支援�
・ 三鷹駅南口西側中央地区協同ビル建設事業の支援　等�

・ 橋梁の架け替え、補修�
・ 都市機構・都営住宅の建替え等の推進�
・ 三鷹台団地建替えの地区計画制度等の活用�
・ 木造住宅密集市街地整備事業の推進�
・ 耐震改修促進計画の策定と推進�
・ 学校施設、コミュニティ・センターの防災
拠点化の推進�

・ 耐震補強工事の実施    等�

・ 新ごみ処理施設の整備�
・ 三鷹市環境センターの適切な運営�
・ 水道管（導水管、配水管、大口径給水管）の取り
替えによる耐震性の向上�

・ 下水道再生計画（下水道地震対策整備計画）の
策定と推進�

・ 下水道老朽管の調査と更新�
・ ポンプ場施設の計画的な設備更新�
・ 東部処理区の流域下水道等への編入の推進　等�

・ 北野ハピネスセンタ
ー幼児部門の移転
の検討　等�

・ 保育園の改修・建替えによる保育
定員の拡充�

・ 保育園の耐震化の推進�
・ 学童保育所の整備�
・ 母子生活支援施設の建替え　等�

・ 学校施設の耐震補強工事・
改修工事等の計画的な実施�

・ 総合スポーツセンター（仮称）
の建設の検討・見直し�

・ 文化施設の保全・活用�
・ コミュニティ・センター、地
区公会堂の保全・活用  等�

・ ファシリティ・マネジメントの推進�
・ 市民センター周辺等の公共施設再
配置の検討�

・ 公共施設等の計画的なリニューア
ルの推進　等�

（注）ファシリティ・マネジメント：施設を最適に保つために、計画的に維持・保全や整備を進める活動をいいます。


